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Abstract ― In connection with the cooperation and collaboration 

between teachers and school counselors (SC), we reviewed each 
occupational background, current hiring status of SC qualifications, 
and future issues. Teachers played a central role in school 
management, and have a background of “occupational culture of 
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１．はじめに 

 

近年，学校あるいは学齢期の子どもに関わる事件，

事故，災害などの対応に，スクールカウンセラー（以

下，ＳＣ）が携わることが常態化しつつある．最近

では，2016 年４月の熊本地震や 2018 年９月の北海

道胆振東部地震で被災した地域の学校に，2019年5

月に神奈川県川崎市で起こった通り魔事件では被害

を受けた子供たちの通う学校だけでなく近隣の学校

へも，子どもの心のケアの担い手としてＳＣが緊急

派遣されている．この背景には，これまで実際にＳ

Ｃがそれらの場面で多く活用されてきたこと，その

活動がメディアなどに取り挙げられて社会で見聞き

する機会が増えたことがあるだろう．ＳＣが実際に

行ってきた活動により，その存在は学校現場だけで

なく社会全体にも周知され，子供に関わる専門家の

一人として認識されるようになったといえる． 

では，学校現場でＳＣが実際に行ってきた活動と
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はどのようなものだろうか．ＳＣを規定する一つの

枠組みとして，「児童生徒の教育相談の充実について

―生き生きとした子供を育てる相談体制づくり（報

告）―」（文部科学省,2007[1]）などで文部科学省が

繰り返し示すものは，「スクールカウンセラーは,心

理に関する高度な専門的知見を有するものである」

ことと，それに基づいて学校で必要と考えられる活

動を行うことである．ここでいう学校で必要とされ

る活動とは，ＳＣが関わることとなった状況や児童

生徒，保護者，教員など関わりあう人物とその関係

によって異なってくる．また，ＳＣ自身の専門分野

や経験などから方略の選択も変わってくるだろう．

加えて，学校という場所や組織，その学校が置かれ

ている環境や状況によっても違いが出てくることが

考えられる．このように関わる人物，学校，出来事

のそれぞれの状況などが組み合される結果として具

体的に行われている活動内容が決定されるため，そ

れらは多様多種となる．このように内容が決まって
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いくＳＣ活動は，学校に派遣されたＳＣと周囲との

連携・協働があってこそ，効果的なものとして行わ

れると考えられる． 

多くの場合，学校の中での連携・協働のパートナ

ーとしては教員とＳＣが一緒になる．教員とＳＣは

互いの専門性や職業的背景の違いを持ちながら，一

つの目標に向かって様々な取り組みを進めていく．

しかし，財政や制度などに関わってＳＣの派遣自体

が困難な状況が想定されることはＳＣ導入当初から

指摘されており，現在でも解消されたとは言えない．

その一つの要因として，文部科学省が想定するＳＣ

活動に必要な資格を持った人材や，それぞれの学校

の違いから生じる異なった活動内容に対応した人材

など，人的資源を確保することの難しさが挙げられ

る．そこで本研究では，ＳＣ活動を行う際に連携・

協働関係となる教員とＳＣそれぞれの職業的背景の

整理，文部科学省から出される「平成30年度スクー

ルカウンセラー等活用事業実践活動事例集」（文部科

学省，2019[2]）より現在のＳＣ任用状況と今後の課

題の整理を行い，実際に教員とＳＣがどのような状

況で連携・協働しながらＳＣ活動を行っているのか，

ＳＣに実際に任用されている人材の様相を踏まえて

考察する． 

 

２．教員の背景 

 

教員はどのような背景を持った者なのであろう

か．久富（1992[3]）によると教員は「とりわけ学校

制度にあっては，その制度の働きを現実化する過程

にある最重要ファクターでもある」という．実際に

学校運営集団を構成する人としての教員の数は突出

しており，学校の中心業務の多くを担っている．そ

して教員同士は「教員文化」と呼ばれる「教員とい

う職業の遂行（仕事と生活を含めて）にまつわって

歴史的に選択され，形成され，継承され，また創造

されながら変容して行くところの蓄積された信念・

慣習・伝統・思考法・心性・つき合い方などのセッ

ト」によって形作られる文化を共有していると考え

られている．それは教員自身が他の教員と出会った

とき，同じ背景として持つものとして感じ取られる，

「教員らしさ」とも表現できるものである．その「教

員らしさ」がどこに，どのように現れるかを具体的

に挙げていくことは難しいが，確かに教員同士の間

にある特有の文化の表れであるという． 

このように教員はその量的優位と特有の文化に

よって，学校の運営だけでなく雰囲気や校風といっ

たものにまで影響を与えていると考えられる（久富，

1994[4]）．教員自身もそれらを感じ取っており，学校

で起こったことは自分たちですべて対応しなければ

ならないという考えも見られる．今までも学校内に

事務職や校務補など他の専門職がある中で，学校運

営の中で起こった出来事の多くは教員によって対応

されてきたのだろう．平成 28 年に文部科学省から

出された「チームとしての学校」の考え方[5]にも示

されるような学校における多職種連携は徐々に浸透

してきているが，「教員文化への親和性」という視点

でそれらの連携・協働が語られる場面が多いことか

らも，学校における教員の担ってきた役割の広さと，

その背景となる共通認識としての「教員文化」が感

じられる． 

教員同士が同じ文化を持って運営して来たであ

ろう学校に，全く文化を異とする学校外部からの専

門家としてスクールカウンセラーが導入されたこと

を考えると，教員に様々な期待や不安があったこと

も理解できる（伊藤・中村，1998[6]）．そして，教員

の多くがＳＣに教職経験を含む学校経験を求めるこ

と（生田，1996[7]）も同様に理解できる． 

 

３．ＳＣの背景 

 

ＳＣが「心の専門家」として日本の学校現場に導

入されたのは，1995年に文部科学省が始めた「ＳＣ

活用調査研究委託」という事業によってのことであ

った．この事業は５年間で運用を終えて 2000 年に

Figure 1 「チームとしての学校」イメージ図 

（文部科学省「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策 

について」作業部会作成） 
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終了したが，その後に続く形で「ＳＣ派遣事業」が

継続されており（江村，2011[8]），現在では「スクー

ルカウンセラー等活用事業」として行われている．

それら事業の中でＳＣは「児童生徒の心理に関して

高度に専門的な知識・経験を有する」と示されては

いるが，実際の職務内容等への言及はなく，選考に

用いられる資格等の背景を持つものが行う活動であ

るという位置づけであった．その後，平成29年に行

われた「学校教育法施行規則」の改正により，「スク

ールカウンセラー」という名称と職務等が明文化さ

れている． 

文部科学省の示すＳＣに求められる資格等を有

した人材について，「スクールカウンセラー等活用事

業実施要領」（平成30年４月１日一部改正）[9]では，

「スクールカウンセラーの選考」と「スクールカウ

ンセラーに準ずる者の選考」が示されている．「スク

ールカウンセラーの選考」では，平成30年度以前ま

では公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認

定に係る臨床心理士が筆頭に挙げられており，平成

30 年に心理領域の国家資格として公認心理師が誕

生してからは，筆頭に公認心理師，次いで臨床心理

士が挙げられている．これに加え，精神科医や大学

教授なども示されており，これらの有資格者を前提

に「実績も踏まえて，都道府県又は指定都市が選考

し，スクールカウンセラーとして認めたものとする」

とされている．「スクールカウンセラーに準ずる者の

選考」では，筆頭に示されるものが「大学院修了課

程を修了したの者で，心理業務または児童生徒を対

象とした相談業務について，１年以上の経験を有す

る者」であり，次いで「大学若しくは短期大学を卒

業した者で，心理業務または児童生徒を対象とした

相談業務について，５年以上の経験を有する者」で，

スクールカウンセラーの選考と同様に実績を踏まえ

て選考することとされている．これらの項目の文言

からは，このような経験を持つ者（以下，ＳＣに準

ずる者）が行う活動は，先に上げた「スクールカウ

ンセラーの選考」項目に合致する者（以下，ＳＣ資

格者）が行う活動と準じた内容となるだろう，とい

う文部科学省の考えが見て取れる．ただし，準ずる

者を任用する場合は「地域や学校の実情を踏まえ，

３（１）（筆者注：「スクールカウンセラーの選考」

の項目）に掲げる者の任用よりも合理的であると認

められる場合に行うことが出来るものとする」と規

定されている．このことからは，スクールカウンセ

ラーとしては，公認心理師や臨床心理士の持つ専門

性や学校の外にいる人であることが重要であるとの

考えが見て取れるだろう． 

「スクールカウンセラーに準ずる者」が合理的で

あると認められる内容の一つに，活動する学校の地

域にＳＣ資格者が求められるかどうかという面があ

Figure 2 人口と有資格者の分布（％） 

参考：平成 27 年国勢調査[10]，第 7 回「臨床心理士の動向調査」報

告書[11]，第１回公認心理師試験（平成 30 年 9 月 9 日及び 12 月

16 日実施分）の概要[12]，第２回公認心理師試験（令和元年８月

４日実施）合格者の内訳[13] 

※地区に含まれる都道府県は以下の通り． 

北海道地区：北海道 

東北地区：⻘森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県 

関東地区：茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都， 

神奈川県 

北陸中部地区：新潟県，富山県，石川県，福井県，山梨県， 

⻑野県，岐阜県，静岡県，愛知県 

近畿地区：三重県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県， 

和歌山県 

中国地区：鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 

四国地区：徳島県，香川県，愛媛県，高知県 

九州地区：福岡県，佐賀県，⻑崎県，熊本県，大分県，宮崎県， 

鹿児島県 

沖縄地区：沖縄県 
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るだろう．実情としては，ＳＣ資格者として大部分

を占める臨床心理士および公認心理師は，Figure２

で示されるように人口分布に比しても大都市圏に多

く偏在している．地方での「スクールカウンセラー

に準ずる者」へのニーズが大きくなることは，この

ことからも十分に理解できるものである． 

 

４．教員とＳＣの連携・協働の現状と課題 

 

教員とＳＣが異なる背景を持ちながら学校とい

う枠組みの中で行われるＳＣ活動の現状は，学校に

よってニーズが異なるため，活動内容が異なってい

ると考えられる．それらは配置されるＳＣの資格の

有無や，学校種などによって明確に分けられている

わけではない． 

ＳＣ導入以前の学校であった多職種の連携・協働

を考えてみる．学校内の専門職としては公務補や事

務職，給食職員などがおり，常勤あるいは非常勤と

して働いていた．また，教員の中でも養護教員の専

門性は，導入の歴史から見ても特殊であった．この

ように学校には既に多くの専門の職員が働いており，

連携・協働はある程度起こっていたと想像される．

しかし，学校組織の多数を占める教員，特に教科教

員から見ると，自分たちがほとんどの学校運営を行

っており，教員同士の同僚性の中でそれらが行われ

ていると認識されていたと考えられる（久富，1994）．

その考えに沿うと，学校内で起こる他の専門職との

関係の仕方は，連携・協働というよりも，互いの専

門領域においてそれぞれが仕事をしていく「分業」

として行われると捉えられていたのだろう．そうす

ると学校内で必要な仕事をそれぞれの領域があまり

重ならないような状況で行いあっただろうと考えら

れる．あるいは，専門職の行っている業務のうち，

児童生徒と直接対応する部分の多くは教員が窓口と

なって行われるため，教員としては，それらの業務

も自らの領域で行われるものであると感じられてい

たのではないだろうか． 

そのような状況とは全く異なるものとして行わ

れたのが，学校への外部からの専門職参入であった

のだろう．その始まりが，心の専門家としてのＳＣ

の導入であった．ＳＣ導入に際し，教員としては，

カウンセラーに「教師とともに力を合わせ，時には

肩代わりして」もらうことを望んでいたこと（生田，

1996），教員とは異なる専門性を持つＳＣを受け入れ

ようとはするものの，教員の立場も理解してもらい

たいと強く願っていること（江村，2011）からも，

学校でそれまで行われてきた教員文化の中での多職

種連携の形に近い状況を求めていたことがうかがえ

る．これは，ＳＣの側からすると，教員とは異なる

専門性を発揮して仕事をする「外部性」と，教員と

同じ学校組織の人間として人と接する「内部性」を

同時に持つことを求められていることになるだろう

（伊藤，2008[14]）．文部科学省が示すＳＣとは「児童

生徒の心理に関して高度に専門的な知識・経験を有

する」ものであり，それを生かしながらも前出にあ

ったように「チームとしての学校」の枠組みの中で

ＳＣ活動を行うこととされている．それは，教員集

団としての学校が求めるＳＣ像とも一致する．実際

のＳＣ活動においても，ＳＣ自身がどのように学校

のニーズに対応するかというとき，学校外部と学校

内部のどちらの立場に重きを置いて対応するかは，

児童生徒や保護者だけでなく教員からの求めによっ

ても変わってくるだろう．ＳＣ導入以来，ＳＣに期

待される役割や対応領域が拡大し続けることは，Ｓ

Ｃ自身が「内部性と外部性」を行き来しながら，学

Figure 3 指定都市教育委員会のＳＣ資格者とＳＣに準ずる者 

参考：平成 30 年度スクールカウンセラー等活用事業実践活動事例集 

（文部科学省,2019[2]） 
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校にあるニーズに懸命に答えてきた結果ともいえる． 

また，教員とＳＣが連携・協働していくときには，

互いの行うべき役割を理解していく上でそれぞれの

専門性を知りあうことが重要であると考えられる．

その専門性の根拠の一つとして想定されるものは，

互いの職業的背景ともなる免許や資格であろう．だ

が，ＳＣについていえば，専門性の根拠となる資格

等について，現在は配置されたＳＣがＳＣ資格者か，

ＳＣに準ずる者かの違いでは特に区別されず，ＳＣ

活動も大きな差がなく行われていると考えられる．

文部科学省の答申などでも「スクールカウンセラー

等」とＳＣとＳＣに準ずる者を合わせて示している

ことが多く，職務としては区別していない．「平成30

年度スクールカウンセラー等活用事業実践活動事例

集」（文部科学省，2019）を見ると，各都道府県・指

定都市の教育委員会に採用されているＳＣ資格者と

ＳＣに準ずる者の割合は，Figure３およびFigure４

に示される様相となる．前出の公認心理師および臨

床心理士有資格者の分布に関わらず，ＳＣ資格者占

有率が高い地域もあれば，ＳＣ資格者とＳＣに準ず

る者が半々程度の地域もある．ＳＣ資格者とＳＣに

準ずる者の総数も，各委員会でだいぶ差がある．こ

のことから，人口分布，有資格者分布との関連は大

きくはないと考えられる．ただ，ＳＣ資格者占有率

について，都道府県教育委員会と指定都市教育委員

会を比べると，都道府県の平均が74.1％であるのに

対し，指定都市では90.4％と，指定都市の方が占有

率は高い．このことから，他地域と比べて都市部で

のＳＣ資格者の求めやすさはあるものと考えられる． 

同事例集でのＳＣ活動の今後の課題については，

多くの教育委員会に共通するものとして「専門性の

高い人材の確保が課題である」とするものがある．

ここで言われる専門性は，多様なニーズに対応でき

ることとして表現されているものが多い．そして，

それよりも多く述べられているものは，実際の活動

についての時間の不足，特に教員との話し合いや情

Figure 3 都道府県教育委員会のＳＣ資格者とＳＣに準ずる者 

参考：平成 30 年度スクールカウンセラー等活用事業実践活動事例集（文部科学省,2019[2]） 

※兵庫県教育委員会については，すべてのＳＣが「臨床心理士の有資格者」であるとの表記のみで，具体的な人数表記がなかったため， 

人数は 0 人となっている．） 
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報交換，コンサルテーションの時間の確保が難しい

ことである．これは，ＳＣ活動において，児童生徒，

保護者がカウンセリングだけ受ければよいというわ

けではなく，それらが学校生活に関わって行われ，

活かされていくためには，ひとつの問題に共に取り

組む，異なる専門性を持つ者同士が検討しあい，よ

り良い取り組みを行っていくコンサルテーションが

必要であると，学校現場も理解していることを示し

ている．また，それぞれの地域背景への言及も見ら

れる．以前の災害（東日本大震災）の影響がまだ残

り，そのための対応でＳＣが多く必要とされている

こと（岩手，宮城，福島），地理的な要因によって人

材の確保が難しいこと（北海道，奈良，鹿児島，沖

縄）などのほか，ＳＣ資格者の分布が比較的多い地

域でも，近隣地域から人材を求めている現状も示さ

れている（滋賀，京都）．  

 

５．まとめと今後の課題 

 

教員とＳＣの連携・協働によって行われている学

校それぞれのＳＣ活動は，教員の持つ背景，ＳＣの

持つ背景，学校の置かれている現状の相互作用で成

立しており，その内容を具体的に上げるには，あま

りに多種多様である．さらに，社会情勢や災害等に

よっても，学校におけるＳＣへ要望される内容や活

動量は大きく変わっていく．これらをひとまとめに

して「ＳＣの職務内容」として挙げるには，それぞ

れの学校の様子とそこで実際の活動事例の検討など

が必要となる． 

しかし，前出の文部科学省でまとめられている実

践事例報告書や，ＳＣに関わる先行研究の中でも，

それぞれのＳＣ活動の違いについては，「学校ごとに

違いがある」というのみである．実践事例報告書で

は，それぞれの都道府県や指定都市といった単位で

の差異は示されているが，それぞれの学校での具体

的事例などは，学校を特定しない形で数例ずつが挙

げられているだけである．先行研究で多く扱われる

ものは，ＳＣ活動の違いに関わる要因として教員と

ＳＣの二者間の関係を想定して扱ったものが多く，

学校などの違いを想定したものは見つけられなかっ

た．今後は，学校の違いによる要素の検討も併せて

行われることが必要であると考える．学校の違いと

は，学校種の違い，立っている地域の違いなど様々

に想定されるであろう．そのように違いがある中で

も，確かに教員とＳＣが連携・協働してＳＣを行い，

実績を重ねてきていると考えられる．そして，実践

からの実績をまとめていくことで，教員とＳＣの連

携・協働における中心的要素を見つけ出していくこ

とが，この先のＳＣ活動の方向を示すことともなる

と考える． 
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